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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要

綱

（
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
関
係
）

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一
～
四

（
略
）

五

両
立
支
援
等
助
成
金
制
度
の
改
正

事
業
所
内
保
育
施
設
設
置
・
運
営
等
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

(一)
イ

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
対
象
保
育
施
設
の
運
営
を
開
始
し
た
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
に
対
し

支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

支
給
期
間
を
、
対
象
保
育
施
設
の
運
営
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
延
長
す

る
こ
と
。

出
生
時
両
立
支
援
助
成
金
制
度
の
創
設

(二)
イ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
以
下
「
次
世
代
法
」
と
い
う
。
）
第
十
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五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、

及
び

に
該
当
す
る
も
の
）
に
対
し
、
ロ
に
掲
げ
る

(イ)

(ロ)

額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
（
一
の
年
度
に
お
い
て
、
一
回
の
支
給
に
限
る
。
）
。

そ
の
雇
用
す
る
男
性
被
保
険
者
に
お
け
る
育
児
休
業
の
取
得
の
推
進
に
関
す
る
取
組
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
っ

(イ)
て
、
当
該
取
組
の
実
施
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
男
性
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
十
四
日
以

(ロ)
上
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
日
以
上
）
の
育
児
休
業
を
取
得
さ
せ
た
事
業
主
（
そ
の
育
児
休
業
の
開

始
前
三
年
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
当
該
育
児
休
業
を
取
得
し
た
男
性
被
保
険
者
の
数
が
一
以
上
の
事
業
主
を
除

く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣
に
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
策
定
し
た
旨
を
届
け
出
て
、
同
計
画
を
公
表
し
、
同
計
画
を
労
働

(ハ)
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

に
該
当
す
る
被
保
険
者
が
初
め
て
生
じ
た
事
業
主

三
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合

六
十
万
円
）

(イ)

(ロ)
イ

に
該
当
す
る
被
保
険
者
が
生
じ
た
事
業
主
で
あ
っ
て
、

に
該
当
し
な
い
も
の

十
五
万
円

(ロ)

(ロ)

(イ)
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介
護
支
援
取
組
助
成
金
制
度
の
創
設

(三)

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
係
る
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
の
推
進
に
関
す
る
取
組
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
っ
て
、
当

該
取
組
の
実
施
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
六
十
万
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

中
小
企
業
両
立
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

(四)
イ

代
替
要
員
確
保
コ
ー
ス
の
改
正

原
職
等
復
帰
措
置
に
よ
り
原
職
等
に
復
帰
し
た
被
保
険
者
に
係
る
支
給
額
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
一
人
に
つ
き

(イ)
五
十
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

に
該
当
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
万

(ロ)

(イ)
円
を
加
算
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

期
間
雇
用
者
継
続
就
業
支
援
コ
ー
ス
の
廃
止

六
箇
月
以
上
の
育
児
休
業
を
し
た
、
期
間
を
定
め
て
雇
用
す
る
被
保
険
者
を
、
育
児
休
業
後
に
原
職
等
に
復
帰
又

は
通
常
の
労
働
者
に
転
換
さ
せ
、
六
箇
月
以
上
継
続
し
て
雇
用
し
た
中
小
企
業
事
業
主
に
対
す
る
助
成
を
廃
止
す
る
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こ
と
。

ハ

育
休
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
コ
ー
ス
の
改
正

雇
用
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
者
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。

(イ)

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(ロ)

対
象
者
が
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
で
あ
っ
た
場
合
に
、
中
小
企
業
事
業
主

(ⅰ)
（
こ
の
規
定
に
よ
る
支
給
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
、
三
十
万
円

対
象
者
が
期
間
を
定
め
て
雇
用
す
る
労
働
者
で
あ
っ
た
場
合
に
、
中
小
企
業
事
業
主
（
こ
の
規
定
に
よ
る
支

(ⅱ)
給
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
、
三
十
万
円

女
性
活
躍
加
速
化
助
成
金
の
改
正

（五）

女
性
活
躍
加
速
化
助
成
金
の
う
ち
、
中
小
企
業
事
業
主
以
外
の
事
業
主
に
係
る
助
成
の
要
件
に
、
女
性
の
職
業
生
活

に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
こ
と
又
は
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
定
め
る
女
性
の

職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
を
実
施
し
、
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
が
産
業
ご
と
の

管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
の
平
均
値
以
上
と
な
っ
た
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。
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六
～
十
三

（
略
）

第
二

（
略
）

第
三

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


